
※履歴書などの提出が必要です。
　詳細は市■HP参照
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凡例 ■日⇨日時　■期⇨期間　■時⇨時間　■所⇨会場・場所　■対⇨対象　■内⇨内容　■演⇨講師・出演　■定⇨定員　■費⇨費用　■保⇨保育　■持⇨持ち物　■申⇨申し込み　
■他⇨その他　■問⇨問い合わせ　■HP⇨ホームページ　■Ｅ⇨Ｅメール　■Ｆ⇨ファクス

　　募　　集

■ 喫煙マナー・都市美化と地球温暖化防止の啓発ポスター・標語
Ⓐ標語の部／形式は自由（短文）　
■対市内在住・在勤・在学の方
Ⓑポスターの部（小学生の部、中学生の
部）／大きさはＡ３サイズ
まで。画材やキャッチコピ
ーは自由　
■対市内在住・在学の小・中
学生（各テーマ１人１作品）
ⒶⒷ共に　
テーマ／①みんなで守ろう！歩きタバコ・ポイ捨ての
ない、きれいでここちよいまち調布
②未来の地球を温暖化から守ろう！調布から私たちが
できること　
■他入賞者には記念品、応募者全員に参加賞を贈呈。入
賞作品は市■HPに掲載予定。作品返却希望の方は要連絡　
■申■問作品の裏面に住所、氏名（ペンネーム可）、電話番
号、在勤の方は勤務先、在学の方は学校名・学年を明
記し、１月16日㈮（必着）までに〒182－8511市役所８
階環境政策課☎042－481－7087へ郵送または持参　

■ 男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず2026　実行委員・参加団体
　男女共同参画推進フォーラムは、男性も女性も生き
生きと暮らせる社会を目指して、さまざまな分野で活
動する団体による出展などを通して、誰もが楽しく参
加できるイベントです。６月頃の開催に向けて、企画
運営にご協力いただける方・団体を募集します。
締め切り／１月８日㈭　
◎茶話会
　実行委員会に先立ち実施しますので、委員に興味が
ある方はご参加ください。
■日12月19日㈮午後１時～２時（茶話会）
■他詳細は男女共同参画推進センター■HP参照
■問男女共同参画推進センター
☎042－443－1213
 （多様性社会・男女共同参画推進課）

　　採用情報

■ 会計年度任用職員
職種／①児童館・学童クラブ専門支援員
　　　②児童館・学童クラブ児童補助員
業務内容／児童対応業務など　
採用日／①１月１日㈷以降（予定）
　　　　②適宜　
■申①12月11日㈭②17日㈬までに申し込みフ
ォームから申し込み　
■他応募状況により予定より早く締め切る場合あり
■問児童青少年課☎042－481－7534

■ 令和８年度任期付短時間勤務職員（障害者対象）
職種／事務　採用日／４月１日㈬　
■申12月17日㈬までに市■HP申し込みフォームから申し込
み
■問人事課☎042－481－7355

■（一財）調布市武者小路実篤記念館正規職員
業務内容／総務（経理・人事・財団運営ほ
か）　必要な資格など／あり　
採用日／４月１日㈬　
■他詳細は実篤記念館■HP参照
■申■問必要書類を１月15日㈭（必着）までに〒182－0003
若葉町１－８－30（一財）調布市武者小路実篤記念館
☎03－3326－0648

■ NPO法人調和SHC倶楽部　施設管理スタッフ
業務内容／市民大町スポーツ施設管理業務（利用者受
付・施設巡回）
■他業務形態や勤務時間は電話で問い合わせ
■申■問電話でNPO法人調和SHC倶楽部☎042－498－8828
 （スポーツ振興課）

　　仕事・創業

■ 学生向け就活アレコレ相談会
　就活のお悩みを聞かせてください。あな
たに合ったこれからの進め方を一緒に考え
ます。
■日12月12日㈮・13日㈯　
■時午前10時～午後４時（１回50分）　
■所ちょうふ若者サポートステーション、またはオンラ
イン　
■対高校生、大学生　
■定申し込み順５人　
■費無料　
■申ちょうふ若者サポートステーション■HPから申し込み　
■他サポステ登録は不要
■問ちょうふ若者サポートステーション
　☎042－444－7975 （産業振興課）

■ 仕事と家庭の両立をめざす方のための「就職活動支援セミナー」
■日12月18日㈭午前10時～11時15分（受付９
時30分～）　
■所市民プラザあくろす３階ホール　
■対仕事と家庭の両立をめざす求職中の方　
■内応募書類の書き方、面接対策、就職活動について　
■演五十嵐遵

じゅん

子
こ

（就職支援ナビゲーター）　
■定申し込み順20人　
■費無料　
■保１歳～就学前（■定申し込み順10人　■申12月11日㈭ま
でに申し込み）　
■持雇用保険受給中の方は受給資格者証　
■申■問直接または電話でハローワーク府中「調布国領し
ごと情報広場　マザーズコーナー」☎042－480－8161

（平日午前９時～午後５時） （産業振興課）

A年末ラストスパート創業経営相談会
■日12月12日㈮午前９時～午後４時（正午～１時を除く）
B女性起業相談会
■日12月18日㈭午前10時～午後４時（正午～１時を除く）
AB共に　
相談時間／１人50分
C事業承継個別相談会
■日12月25日㈭　
■時午後１時30分～、３時～　
■対中・小規模企業の経営者・後継者　
■持直近３期分の決算書・確定申告書、会社概要※持参
可能な場合のみ　
締め切り／12月18日㈭
A～C共に
■所市民プラザあくろす３階産業労働支援センター　
■定申し込み順A６人B５人C２人　
■費無料　
■申■問産業労働支援センター■HPまたは電話、FAX、Ｅメ
ールで申し込み

　　その他のお知らせ

■ 深大寺地域福祉センターリニューアルオープン
　エレベーターを新設したほか、駐車場や空調の更新
を実施しました。また、２階の深大寺まちづくり情報
コーナーはだれでも使えるロビーになりました。
■問協働推進課☎042－481－7122

相談事例
　一人暮らしの母が在宅中に買取り業者から電話を
受け、不用な衣類や食器などはないかと聞かれた。
使わない食器があると答えたところ、業者が来訪し
た。業者は食器には目もくれず、「貴金属はないか」
と聞いてきたという。母は怖くなり、仕方なくアク
セサリー数点を渡し、8000円ほど受け取った。解約
はできるだろうか。

アドバイス
　消費生活センターには、貴金属の強引な買取りに
関する相談が寄せられています。事例は「買取り商
法」や「押し買い」と言われる取引です。「訪問購入」
として、特定商取引法で事業者に対する規制と消費
者保護ルールが定められており、契約した場合は法
定書面を受け取った日から８日を経過するまでは、
書面またはメールなどを通知することで、クーリン
グ・オフができます。
　トラブルを避けるためのポイントは、買取りを希
望した物品以外は売らないことです。消費者が電話
で買取りを希望した物品以外の物品を、買取り業者
が勧誘することは法律で禁止されています。業者に
強く言われても、買取りを希望しない物品は見せな
いようにしましょう。また、希望した物品の買取時
に交付された契約書面に、物品名や価格が正確に記
載されているかよく確認することも大切です。クー
リング・オフ期間内は、物品の引き渡しを拒むこと
ができます。
　対応に困ったときには、消費生活センターに相談
してください。

貴金属の強引な買取りに注意
●ⒸYUKI ISHIIⒸYUKI ISHIIⒸYUKI ISHII●ⒸYUKI ISHII●ⒸYUKI ISHII

■問調布市消費生活センター（市役所３階）
　☎042－481－7034

電話相談
　平日午前９時～正午・午後１時～３時30分
　第２土曜日午前９時～正午

来所相談（予約制）
　平日午前９時～正午・午後１時～３時

ハローワー
ク府中HP

実篤記念館
HP

ちょうふ若
者サポート
ステーショ
ンHP

■産業労働支援センター　専用■HPあり
〒182－0022国領町２－５－15市民プラザあくろす
３階☎042－443－1217・■Ｆ042－443－1218　
■Ｅ industry@chofu-across.jp
休館日／第３月曜日（祝日の場合は直後の平日）
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フォーム
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